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マイカー通勤手当の非課税限度額が 

令和７年分年末調整から引上げに？ 

 

◆令和７年分年末調整における改正事項 
今年の年末調整について、国税庁ホームペー

ジでは、(1)「基礎控除」や「給与所得控除」の見

直し、(2)「扶養親族等の所得要件」の改正、(3)
「特定親族特別控除」の創設、が行われている

として、情報を提供しています。また、「通勤手当

に係る非課税限度額の改正が行われる場合に

は、年末調整での対応が必要となることがあり

ます」とあります。社会保険料の算定基礎にも影

響する可能性がありますので、最新情報を確認

しておきましょう。 
 
◆政府が方針を決定 

11 月 12 日、政府が非課税限度額を引き上

げる方針を固めたと報じられました。10 ㎞以上

15 ㎞未満の場合に月額 7,100 円までから

7,300 円に、55 ㎞以上の場合に月額 31,600
円までから 38,700 円までに引き上げるとされて

います。 
 
◆ベースは人事院勧告 

国税庁ホームページによれば、改正は人事院

勧告（令和７年８月７日）を受けたもので、勧告

本文では、「民間の支給状況等を踏まえ、200
円から 7,100 円までの幅で引上げ改定を行い、

令和７年４月に遡及して実施する」とされていま

す。なお、この実施は 11 月 11 日に閣議決定さ

れています。 

 
◆令和８年４月以降のさらなる改正も検討 

令和８年４月以降のさらなる改正について、税

制改正の議論を踏まえて決める方針とも報じら

れています。 
人事院勧告には、「令和８年４月から、上限を

『100 ㎞以上』とし、『60 ㎞以上』の部分につい

て５㎞刻みで新たな距離区分を設ける」、「１か

月当たり 5,000 円を上限とする駐車場等の利

用に対する通勤手当を令和８年４月から新設す

る」とあります。 
 
【ＮＨＫ報道「政府 自動車通勤手当 非課税の限

度額を引き上げる方針固める」】 
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-
k10014974011000 
【国税庁「年末調整がよくわかるページ（令和７年

分）」】 
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/in
dex.htm 
 
 
2026 年 1 月から「下請法」は「中小受託

取引適正法」（通称：取適法）となります。 

 

今年５月に「下請代金支払遅延等防止法及

び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」

が可決・成立し、2026 年１月１日から施行となり

ます。 
この改正により、「下請代金支払遅延等防止

法」（下請法）が抜本的に見直され、法律名が
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「製造委託等に係る中小受託事業者に対する

代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（略

称：中小受託取引適正化法、通称：「取適法」）

に変更となります。 
 
◆用語の変更 

「下請」や「親事業者」という用語が上下関係

を連想させることから、発注者と受注者の対等な

関係づくりを促すことなどを目的として、以下の

用語が変更となります。 
・下請代金→製造委託等代金 
・下請事業者→中小受託事業者 
・親事業者→委託事業者 

 
◆適用対象の拡大 

従来の資本金基準に加え、「従業員数基準」

（300 人、100 人）が追加され、規制および保護

の対象が拡充されます。また、適用対象となる

取引に、荷主から運送事業者への運送委託（特

定運送委託）が追加されます。 
 
◆禁止行為の追加 

これまでは「買いたたき」規制が行われてきま

したが、「協議に応じない一方的な代金決定」が

禁止されます。 
また、政府が 2027 年３月末までに約束手形

や小切手の利用を廃止する方針であるため、

「手形払」が禁止されるとともに、その他の支払

手段（電子記録債権等）についても、支払期日

までに代金相当額満額を得ることが困難なもの

が禁止されます。 
 
 その他の改正事項や詳しい改正内容について

は、下記の公正取引員会のリーフレットやガイド

ブックをご確認ください。 
 
【公正取引員会リーフレット「2026 年１月から

「下請法」は「取適法」へ！」】 
https://www.jftc.go.jp/file/toriteki_leaflet.p
df 
【公正取引員会 中小受託取引適正化法ガイド

ブック「「下請法」は「取適法」へ！」】 
https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf 

 
 

「地域若者サポートステーション」 

特設サイトがリニューアルされました 

 

働く一歩を踏み出したい若者の就労を支援す

る「地域若者サポートステーション（サポステ）」

の特設サイトがリニューアルされました。 

 

◆地域若者サポートステーションとは 

15 歳から 49 歳までの様々な事情を抱える若

年無業者を対象に、働くことへの悩み相談から

職場定着等までサポートする厚生労働省委託

の支援機関です。令和６年度のデータによると、

サポステは全国 179 カ所にあり、総利用件数は

のべ 49.5 万件、就職等率は 73.7％となっていま

す。面接や履歴書の指導を行う就活セミナーの

ほか、就職に必要な基礎能力を鍛えるための講

座などの各種支援や、就職後の相談を通じた定

着・ステップアップ支援も行っています。 

複数の専門家との面談等を通じて利用者の

特性に踏まえてサポート内容を決定し、若者の

職業的自立を継続的に支援することを目的とし

ています。 

 

◆企業協力とそのメリット 

サポステでは各種機関・団体と連携して利用

者の職場見学や職業体験を行っており、職業体

験を行うにあたり、受け入れ企業を募集していま

す。サポステのスタッフと連携し、企業の求人

ニーズ等も踏まえた体験内容を策定でき、利用

者の特性や配慮点についての情報を事前に

知ったうえで職業体験の受け入れを行えるため、

ミスマッチの少ない雇用機会に繋げることが可

能です。近隣のサポステに電話することで問い

合わせることができます。 

 

 人手不足や早期退職が大きな課題として挙げ

られる昨今において、公的な支援機関と連携し、

企業と労働者の両方が実際の就労状況を確認

したうえで雇用に繋げることができる機会の活用

は、有効な一手となりえるでしょう。 
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【厚生労働省「サポステ」特設サイト】 

https://saposute-net.mhlw.go.jp 

 

 

スポットワーク直前キャンセルをめぐる 

訴訟と厚生労働省のリーフレット 

 

いわゆるスポットワークには企業による直前

キャンセルの問題がありましたが、それが司法

の場で争われることになりました。飲食店で働く

はずだった大学生が、店側のキャンセルに対し

て賃金を求めて提訴したのです。 
 
◆経 緯 

川崎市の大学生の男性が提訴して請求した

賃金額は１万 4,000 円でした。男性は５月にス

ポットワーク最大手のタイミーを通じて東京の飲

食店で働く予定でしたが、その前日にスマホで

キャンセルの通知を受け取りました。１年ほど前

からスポットワークを開始し、毎回異なる飲食店

で働いてきた男性にとってキャンセルは初めて。

お金を貯めようとしていた男性は別の仕事を探

したものの、自宅から通いやすいなどの仕事は

見つかりませんでした。それ以降も別の仕事先

で直前キャンセルが３件続いた男性は、提訴に

踏み切りました。 
 
◆双方の主張 

男性の原告側は、「マッチング時点で労働契

約が成立したとするのが実態に即して合理的だ」

などと主張。タイミーが「労働契約は出勤時にＱ

Ｒコードを読み込むことにより締結される」として

いることについて、原告側は意図的に休業手当

を支払わずにでき、労働基準法に違反するとし

て、賃金の支払いを求めています。被告である

飲食店の経営者は、マッチング時に労働契約が

結ばれるという認識はなかったとしています。 
 
◆厚生労働省のリーフレット 

スポットワークをめぐっては、７月に厚生労働

省が「別途特段の合意がなければ、事業主が掲

載した求人にスポットワーカーが応募した時点で

労使双方の合意があったものとして労働契約が

成立する」との留意点を示したリーフレットを出し

ました。これを受けて、主要なアプリ事業者は９

月に規約を見直しました。 
 
今後、スポットワークのビジネスモデルに影響が

出るともいわれている裁判の行方が注目されま

す。 
 
【厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意

事項等」】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_5932
1.html 
 
 
フリーランス法施行から 1 年 

違反行為に対する指導の現状 

 

◆違反行為は 445 件 
フリーランス・事業者間取引適正化等法（以

下「フリーランス法」という）が施行され、11 月１

日で１年となり、同法の所管省庁である公正取

引委員会、中小企業庁、厚生労働省は、３万社

の発注事業者を対象に行ったフリーランスとの

取引に関する調査（令和６年 11 月～令和７年９

月）の結果を公表しました。 
これによると、公正取引員会は、フリーランス

法違反行為による４件の「勧告」と 441 件の「指

導」を行いました。勧告は、大手出版社や音楽

教室などに対し、同法３条１項（取引条件の明示

義務）および４条５項（期日における報酬支払義

務）、５条２項１号（不当な経済上の利益の提供

要請の禁止）の規定に違反する事実について行

われました。 
また、同委員会は、今年３月にゲームソフト

ウェア業、アニメーション制作業、リラクゼーショ

ン業などの事業者に集中的に調査を行い、45
社に対して契約書や発注書の記載、発注方法、

支払期日の定め方等の是正を求める指導を行

いました。 
 
◆ハラスメント対策や募集の際にも注意が必要 

都道府県の労働局によると、ハラスメント対策

に係る体制整備義務（フリーランス法 14条）と募
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集情報の的確表示義務（同法 14 条）の違反に

関する指導等が多くなっています。 
 発注事業者は、ハラスメントによりフリーランス

の就業環境を害しないよう相談対応のための体

制整備などの措置を講じなければなりません。 
また、広告等によりフリーランスを募集する際

は、その情報について、虚偽の表示または誤解

を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新

の内容に保たなければなりません。 
 フリーランスに業務を委託する際には、フリー

ランス法で規制されている項目についてあらた

めて確認する必要があります。 
 
【公正取引委員会「令和７年 11 月５日付け 事

務総長定例会見記録」】 
https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2025/2
51105.html 
 
【厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正

化等法施行から１年を迎えました！」】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite
/bunya/bunya/freelance_00006.html 
 
 
12 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 3 期＞

［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合が

ある。 

 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額

徴収繰延承認申請書の提出 

［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所

得者の配偶者控除等申告書、 

住宅借入金等特別控除申告書、給与所得

者の基礎控除申告書、 

所得金額調整控除に係る申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務署）］ 

 

※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重

なる場合は、翌日になります。 

 
当事務所よりひと言 

 早いもので 2025 年は、残すところ 1 か月を切

りました。今年は秋らしい時期が短く 10 月中旬

までは暑い日々が続いたものの、11 月になって

から急に気温が下がり、駆け足で冬を迎えてし

まった印象です。 
 本稿でも取り上げているスポットワークですが、

スポットワーカーが 1 回目の就労後に一定期間

経過してから 2 回目の就労をした場合、各就労

は別途契約の日々雇用となるのか？初回就労

からの雇用継続となるのか？判断が難しいです。 
1 回目の労働条件通知書（雇用契約書）を交

付し、その後の就労毎に労働条件通知書を交

付した場合、別々の雇用となるのか、継続的雇

用と見做すか、議論が分かれる気がします。 
継続雇用と認められれば、1 回目の就労から

6 か月経過後に出勤率要件を満たせば、年次有

給休暇の付与は成されますが、日々雇用は年

休付与対象外です。実務は個別状況によります

が、法令に照らすと悩ましい事案です。 来年の

課題として、深掘り検証します。（髙野 裕之） 


